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 参考資料１ 食生活指針  
 
１ 食事を楽しみましょう 

・ 毎日の食事で、健康寿命をのばしましょう。 
・ おいしい食事を、味わいながらゆっくりよく噛んで食べましょう。 
・ 家族の団らんや人との交流を大切に、また、食事づくりに参加しましょう。 

 

２ １日の食事のリズムから、健やかな生活リズムを 
・ 朝食で、いきいきした１日を始めましょう。 
・ 夜食や間食はとりすぎないようにしましょう。 
・ 飲酒はほどほどにしましょう。 

 

３ 適度な運動とバランスのよい食事で、適正体重の維持を 
・ 普段から体重を量り、食事量に気をつけましょう。 
・ 普段から意識して身体を動かすようにしましょう。 
・ 無理な減量はやめましょう。 
・ 特に若年女性のやせ、高齢者の低栄養にも気をつけましょう。 

 

４ 主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを 
・ 多様な食品を組み合わせましょう。 
・ 調理方法が偏らないようにしましょう。 
・ 手作りと外食や加工食品・調理食品を上手に組み合わせましょう。 

 

５ ごはんなどの穀類をしっかりと 
・ 穀類を毎食とって、糖質からのエネルギー摂取を適正に保ちましょう。 
・ 日本の気候・風土に適している米などの穀類を利用しましょう。 

 

６ 野菜・果物、牛乳・乳製品、豆類、魚なども組み合わせて 
・ たっぷり野菜と毎日の果物で、ビタミン、ミネラル、食物繊維をとりましょう。 
・ 牛乳・乳製品、緑黄色野菜、豆類、小魚などで、カルシウムを十分にとりましょう。 

 

７ 食塩は控えめに、脂肪は質と量を考えて 
・ 食塩の多い食品や料理を控えめにしましょう。食塩摂取量の目標値は、男性で１日 8g 未満、
女性で 7g未満とされています。 

・ 動物、植物、魚由来の脂肪をバランスよくとりましょう。 
・ 栄養成分表示を見て、食品や外食を選ぶ習慣を身につけましょう。 

 

８ 日本の食文化や地域の産物を活かし、郷土の味の継承を 
・ 「和食」をはじめとした日本の食文化を大切にして、日々の食生活に活かしましょう。 
・ 地域の産物や旬の素材を使うとともに、行事食を取り入れながら、自然の恵みや四季の変化を楽しみましょう。 
・ 食材に関する知識や調理技術を身につけましょう。 
・ 地域や家庭で受け継がれてきた料理や作法を伝えていきましょう。 

 

９ 食料資源を大切に、無駄や廃棄の少ない食生活を 
・ まだ食べられるのに廃棄されている食品ロスを減らしましょう。 
・ 調理や保存を上手にして、食べ残しのない適量を心がけましょう。 
・ 賞味期限や消費期限を考えて利用しましょう。 

 

10 「食」に関する理解を深め、食生活を見直してみましょう 
・ 子供のころから、食生活を大切にしましょう。 
・ 家庭や学校、地域で、食品の安全性を含めた「食」に関する知識や理解を深め、望ましい習慣を身につけましょう。 
・ 家族や仲間と、食生活を考えたり、話し合ったりしてみましょう。 
・ 自分たちの健康目標をつくり、よりよい食生活を目指しましょう。 
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 参考資料２ かごしま版 食事バランスガイド  
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 参考資料３ アンケート結果  
 

● 食に関する住民アンケート 
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● 児童生徒の食に関するアンケート調査 
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 参考資料４ 食育基本法  
 

食育基本法 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年における国民の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯にわた

って健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが緊要な課題と

なっていることにかんがみ、食育に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務

を明らかにするとともに、食育に関する施策の基本となる事項を定めることにより、食育に

関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来にわたる健康で文化的な国民

の生活と豊かで活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。 

（国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成） 

第二条 食育は、食に関する適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活を実現すること

により、国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成に資することを旨として、行われなけれ

ばならない。 

（食に関する感謝の念と理解） 

第三条 食育の推進に当たっては、国民の食生活が、自然の恩恵の上に成り立っており、また、

食に関わる人々の様々な活動に支えられていることについて、感謝の念や理解が深まるよう

配慮されなければならない。 

（食育推進運動の展開） 

第四条 食育を推進するための活動は、国民、民間団体等の自発的意思を尊重し、地域の特性に

配慮し、地域住民その他の社会を構成する多様な主体の参加と協力を得るものとするととも

に、その連携を図りつつ、あまねく全国において展開されなければならない。 

（子どもの食育における保護者、教育関係者等の役割） 

第五条 食育は、父母その他の保護者にあっては、家庭が食育において重要な役割を有している

ことを認識するとともに、子どもの教育、保育等を行う者にあっては、教育、保育等におけ

る食育の重要性を十分自覚し、積極的に子どもの食育の推進に関する活動に取り組むことと

なるよう、行われなければならない。 

（食に関する体験活動と食育推進活動の実践） 

第六条 食育は、広く国民が家庭、学校、保育所、地域その他のあらゆる機会とあらゆる場所を

利用して、食料の生産から消費等に至るまでの食に関する様々な体験活動を行うとともに、

自ら食育の推進のための活動を実践することにより、食に関する理解を深めることを旨とし

て、行われなければならない。 

（伝統的な食文化、環境と調和した生産等への配意及び農山漁村の活性化と食料自給率の向

上への貢献） 

第七条 食育は、我が国の伝統のある優れた食文化、地域の特性を生かした食生活、環境と調和

のとれた食料の生産とその消費等に配意し、我が国の食料の需要及び供給の状況についての

国民の理解を深めるとともに、食料の生産者と消費者との交流等を図ることにより、農山漁

村の活性化と我が国の食料自給率の向上に資するよう、推進されなければならない。 

（食品の安全性の確保等における食育の役割） 
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第八条 食育は、食品の安全性が確保され安心して消費できることが健全な食生活の基礎である

ことにかんがみ、食品の安全性をはじめとする食に関する幅広い情報の提供及びこれについ

ての意見交換が、食に関する知識と理解を深め、国民の適切な食生活の実践に資することを

旨として、国際的な連携を図りつつ積極的に行われなければならない。 

（国の責務） 

第九条 国は、第二条から前条までに定める食育に関する基本理念（以下「基本理念」という。）

にのっとり、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有

する。 

（地方公共団体の責務） 

第十条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、食育の推進に関し、国との連携を図りつつ、そ

の地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（教育関係者等及び農林漁業者等の責務） 

第十一条 教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健（以下「教育等」という。）

に関する職務に従事する者並びに教育等に関する関係機関及び関係団体（以下「教育関係者

等」という。）は、食に関する関心及び理解の増進に果たすべき重要な役割にかんがみ、基本

理念にのっとり、あらゆる機会とあらゆる場所を利用して、積極的に食育を推進するよう努

めるとともに、他の者の行う食育の推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。 

２ 農林漁業者及び農林漁業に関する団体（以下「農林漁業者等」という。）は、農林漁業に関

する体験活動等が食に関する国民の関心及び理解を増進する上で重要な意義を有することに

かんがみ、基本理念にのっとり、農林漁業に関する多様な体験の機会を積極的に提供し、自

然の恩恵と食に関わる人々の活動の重要性について、国民の理解が深まるよう努めるととも

に、教育関係者等と相互に連携して食育の推進に関する活動を行うよう努めるものとする。 

（食品関連事業者等の責務） 

第十二条 食品の製造、加工、流通、販売又は食事の提供を行う事業者及びその組織する団体（以

下「食品関連事業者等」という。）は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、自主的か

つ積極的に食育の推進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する食育の推進に

関する施策その他の食育の推進に関する活動に協力するよう努めるものとする。 

（国民の責務） 

第十三条 国民は、家庭、学校、保育所、地域その他の社会のあらゆる分野において、基本理念

にのっとり、生涯にわたり健全な食生活の実現に自ら努めるとともに、食育の推進に寄与す

るよう努めるものとする。 

（法制上の措置等） 

第十四条 政府は、食育の推進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その

他の措置を講じなければならない。 

（年次報告） 

第十五条 政府は、毎年、国会に、政府が食育の推進に関して講じた施策に関する報告書を提出

しなければならない。 

第二章 食育推進基本計画等 

（食育推進基本計画） 

第十六条 食育推進会議は、食育の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食

育推進基本計画を作成するものとする。 



29 
 

２ 食育推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 食育の推進に関する施策についての基本的な方針 

二 食育の推進の目標に関する事項 

三 国民等の行う自発的な食育推進活動等の総合的な促進に関する事項 

四 前三号に掲げるもののほか、食育の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するた

めに必要な事項 

３ 食育推進会議は、第一項の規定により食育推進基本計画を作成したときは、速やかにこれを

農林水産大臣に報告し、及び関係行政機関の長に通知するとともに、その要旨を公表しなけ

ればならない。 

４ 前項の規定は、食育推進基本計画の変更について準用する。 

（都道府県食育推進計画） 

第十七条 都道府県は、食育推進基本計画を基本として、当該都道府県の区域内における食育の

推進に関する施策についての計画（以下「都道府県食育推進計画」という。）を作成するよう

努めなければならない。 

２ 都道府県（都道府県食育推進会議が置かれている都道府県にあっては、都道府県食育推進会

議）は、都道府県食育推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表

しなければならない。 

（市町村食育推進計画） 

第十八条 市町村は、食育推進基本計画（都道府県食育推進計画が作成されているときは、食育

推進基本計画及び都道府県食育推進計画）を基本として、当該市町村の区域内における食育

の推進に関する施策についての計画（以下「市町村食育推進計画」という。）を作成するよう

努めなければならない。 

２ 市町村（市町村食育推進会議が置かれている市町村にあっては、市町村食育推進会議）は、

市町村食育推進計画を作成し、又は変更したときは、速やかに、その要旨を公表しなければ

ならない。 

第三章 基本的施策 

（家庭における食育の推進） 

第十九条 国及び地方公共団体は、父母その他の保護者及び子どもの食に対する関心及び理解を

深め、健全な食習慣の確立に資するよう、親子で参加する料理教室その他の食事についての

望ましい習慣を学びながら食を楽しむ機会の提供、健康美に関する知識の啓発その他の適切

な栄養管理に関する知識の普及及び情報の提供、妊産婦に対する栄養指導又は乳幼児をはじ

めとする子どもを対象とする発達段階に応じた栄養指導その他の家庭における食育の推進を

支援するために必要な施策を講ずるものとする。 

（学校、保育所等における食育の推進） 

第二十条 国及び地方公共団体は、学校、保育所等において魅力ある食育の推進に関する活動を

効果的に促進することにより子どもの健全な食生活の実現及び健全な心身の成長が図られる

よう、学校、保育所等における食育の推進のための指針の作成に関する支援、食育の指導に

ふさわしい教職員の設置及び指導的立場にある者の食育の推進において果たすべき役割につ

いての意識の啓発その他の食育に関する指導体制の整備、学校、保育所等又は地域の特色を

生かした学校給食等の実施、教育の一環として行われる農場等における実習、食品の調理、

食品廃棄物の再生利用等様々な体験活動を通じた子どもの食に関する理解の促進、過度の痩
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（そう）身又は肥満の心身の健康に及ぼす影響等についての知識の啓発その他必要な施策を

講ずるものとする。 

（地域における食生活の改善のための取組の推進） 

第二十一条 国及び地方公共団体は、地域において、栄養、食習慣、食料の消費等に関する食生

活の改善を推進し、生活習慣病を予防して健康を増進するため、健全な食生活に関する指針

の策定及び普及啓発、地域における食育の推進に関する専門的知識を有する者の養成及び資

質の向上並びにその活用、保健所、市町村保健センター、医療機関等における食育に関する

普及及び啓発活動の推進、医学教育等における食育に関する指導の充実、食品関連事業者等

が行う食育の推進のための活動への支援等必要な施策を講ずるものとする。 

（食育推進運動の展開） 

第二十二条 国及び地方公共団体は、国民、教育関係者等、農林漁業者等、食品関連事業者等そ

の他の事業者若しくはその組織する団体又は消費生活の安定及び向上等のための活動を行う

民間の団体が自発的に行う食育の推進に関する活動が、地域の特性を生かしつつ、相互に緊

密な連携協力を図りながらあまねく全国において展開されるようにするとともに、関係者相

互間の情報及び意見の交換が促進されるよう、食育の推進に関する普及啓発を図るための行

事の実施、重点的かつ効果的に食育の推進に関する活動を推進するための期間の指定その他

必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、食育の推進に当たっては、食生活の改善のための活動その他の食育

の推進に関する活動に携わるボランティアが果たしている役割の重要性にかんがみ、これら

のボランティアとの連携協力を図りながら、その活動の充実が図られるよう必要な施策を講

ずるものとする。 

（生産者と消費者との交流の促進、環境と調和のとれた農林漁業の活性化等） 

第二十三条 国及び地方公共団体は、生産者と消費者との間の交流の促進等により、生産者と消

費者との信頼関係を構築し、食品の安全性の確保、食料資源の有効な利用の促進及び国民の

食に対する理解と関心の増進を図るとともに、環境と調和のとれた農林漁業の活性化に資す

るため、農林水産物の生産、食品の製造、流通等における体験活動の促進、農林水産物の生

産された地域内の学校給食等における利用その他のその地域内における消費の促進、創意工

夫を生かした食品廃棄物の発生の抑制及び再生利用等必要な施策を講ずるものとする。 

（食文化の継承のための活動への支援等） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、伝統的な行事や作法と結びついた食文化、地域の特色ある

食文化等我が国の伝統のある優れた食文化の継承を推進するため、これらに関する啓発及び

知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、すべての世代の国民の適切な食生活の選択に資するよう、

国民の食生活に関し、食品の安全性、栄養、食習慣、食料の生産、流通及び消費並びに食品

廃棄物の発生及びその再生利用の状況等について調査及び研究を行うとともに、必要な各種

の情報の収集、整理及び提供、データベースの整備その他食に関する正確な情報を迅速に提

供するために必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、食育の推進に資するため、海外における食品の安全性、栄養、食習

慣等の食生活に関する情報の収集、食育に関する研究者等の国際的交流、食育の推進に関す

る活動についての情報交換その他国際交流の推進のために必要な施策を講ずるものとする。 
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第四章 食育推進会議等 

（食育推進会議の設置及び所掌事務） 

第二十六条 農林水産省に、食育推進会議を置く。 

２ 食育推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 食育推進基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

二 前号に掲げるもののほか、食育の推進に関する重要事項について審議し、及び食育の推

進に関する施策の実施を推進すること。 

（組織） 

第二十七条 食育推進会議は、会長及び委員二十五人以内をもって組織する。 

（会長） 

第二十八条 会長は、農林水産大臣をもって充てる。 

２ 会長は、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

（委員） 

第二十九条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 農林水産大臣以外の国務大臣のうちから、農林水産大臣の申出により、内閣総理大臣が

指定する者 

二 食育に関して十分な知識と経験を有する者のうちから、農林水産大臣が任命する者 

２ 前項第二号の委員は、非常勤とする。 

（委員の任期） 

第三十条 前条第一項第二号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

２ 前条第一項第二号の委員は、再任されることができる。 

（政令への委任） 

第三十一条 この章に定めるもののほか、食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政

令で定める。 

（都道府県食育推進会議） 

第三十二条 都道府県は、その都道府県の区域における食育の推進に関して、都道府県食育推進

計画の作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、都道府県食育推進会議

を置くことができる。 

２ 都道府県食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。 

（市町村食育推進会議） 

第三十三条 市町村は、その市町村の区域における食育の推進に関して、市町村食育推進計画の

作成及びその実施の推進のため、条例で定めるところにより、市町村食育推進会議を置くこ

とができる。 
２ 市町村食育推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。 
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 参考資料５ 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律  

 

地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び 

地域の農林水産物の利用促進に関する法律 

 

附則 

農山漁村は、長年にわたって我が国の豊かな風土と勤勉な国民性をはぐくみ、就業の機会を

提供し、多様な文化を創造してきた。また、農林漁業の持続的かつ健全な発展は、その有する農

林水産物等の安定的な供給の機能及び国土の保全等の多面にわたる機能が発揮されることによ

り、農山漁村の活力の維持向上に寄与するとともに、国民経済の健全な発展と国民生活の安定向

上に貢献するものである。 

しかるに、我が国の農林漁業及び農山漁村は内外の様々な問題に直面しており、農林水産物

価格の低迷等による所得の減少、高齢化や過疎化の進展等により、農山漁村の活力は著しく低下

している。 

我々は、一次産業としての農林漁業と、二次産業としての製造業、三次産業としての小売業

等の事業との総合的かつ一体的な推進を図り、地域資源を活用した新たな付加価値を生み出す六

次産業化の取組と、地域の農林水産物の利用を促進することによる国産の農林水産物の消費を拡

大する地産地消等の取組が相まって、農林漁業者の所得の確保を通じて農林漁業の持続的かつ健

全な発展を可能とするとともに、農山漁村の活力の再生、消費者の利益の増進、食料自給率の向

上等に重要な役割を担うものと確信する。 

同時に、これらの取組は、農山漁村に豊富に存在する土地、水その他の資源の有効な活用、

地域における食品循環資源の再生利用、農林水産物の生産地と消費地との距離の縮減等を通じ、

環境への負荷の低減に寄与することが大いに期待されるものである。 

ここに、このような視点に立ち、地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等に

関する施策を講じて農山漁村における六次産業化を推進するとともに、国産の農林水産物の消費

を拡大する地産地消等の促進に関する施策を総合的に推進するため、この法律を制定する。 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、農林漁業の振興を図る上で農林漁業経営の改善及び国産の農林水産物の消

費の拡大が重要であることにかんがみ、農林水産物等及び農山漁村に存在する土地、水その

他の資源を有効に活用した農林漁業者等による事業の多角化及び高度化、新たな事業の創出

等に関する施策並びに地域の農林水産物の利用の促進に関する施策を総合的に推進すること

により、農林漁業等の振興、農山漁村その他の地域の活性化及び消費者の利益の増進を図る

とともに、食料自給率の向上及び環境への負荷の少ない社会の構築に寄与することを目的と

する。 

第二章 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等 

第一節 総則 
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（基本理念） 

第二条 農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化は、それが農業者、林業者及び漁業

者の所得の確保を通じて持続的な農林漁業の生産活動を可能とし、地域経済に活力をもたら

すとともに、エネルギー源としての利用その他の農林水産物等の新たな需要の開拓等により

地球温暖化の防止に寄与することが期待されるものであることにかんがみ、農林水産物等及

び農山漁村に存在する土地、水その他の資源を有効に活用した農林漁業者等による事業の多

角化及び高度化、新たな事業の創出等（以下この章において「地域資源を活用した農林漁業

者等による新事業の創出等」という。）を促進するため、地域の自然的経済的社会的条件に応

じ、地域における創意工夫を生かしつつ、農林漁業者等が必要に応じて農林漁業者等以外の

者の協力を得て主体的に行う取組に対して国が集中的かつ効果的に支援を行うことを旨とし

て、その促進が図られなければならない。 

２ 農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化の促進に当たっては、農林水産物等又は

これを原材料とする新商品の生産又は販売に関する新技術の導入が重要であることにかんが

み、多様な主体による当該新技術の研究開発及びその成果の利用が推進されなければならな

い。 

（定義） 

第三条 この章において「農林漁業者等」とは、農業者、林業者若しくは漁業者又はこれらの者

の組織する団体（これらの者が主たる構成員又は出資者（以下この章において「構成員等」

という。）となっている法人を含む。）をいう。 

２ この章において「農林水産物等」とは、農林水産物及びその生産又は加工に伴い副次的に得

られた物品のうち動植物に由来するものをいう。 

３ この章において「農林漁業及び関連事業の総合化」とは、地域資源を活用した農林漁業者等

による新事業の創出等を図るため、単独又は共同の事業として農林水産物等の生産（農林水

産物等を新商品の原材料として利用するために必要な収集その他の農林水産省令で定める行

為を含む。次項及び第五項第一号において同じ。）及びその加工又は販売を一体的に行う事業

活動であって、農林水産物等の価値を高め、又はその新たな価値を生み出すことを目指した

ものをいう。 

４ この章において「総合化事業」とは、農林漁業経営の改善を図るため、農林漁業者等が農林

漁業及び関連事業の総合化を行う事業であって、次に掲げる措置を行うものをいう。 

一 自らの生産に係る農林水産物等（当該農林漁業者等が団体である場合にあっては、その

構成員等の生産に係る農林水産物等を含む。次号において同じ。）をその不可欠な原材料と

して用いて行う新商品の開発、生産又は需要の開拓 

二 自らの生産に係る農林水産物等について行う新たな販売の方式の導入又は販売の方式の

改善 

三 前二号に掲げる措置を行うために必要な農業用施設、林業用施設又は漁業用施設の改良

又は取得、新規の作物又は家畜の導入、地域に存在する土地、水その他の資源を有効に活

用した生産の方式の導入その他の生産の方式の改善 
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５ この章において「研究開発・成果利用事業」とは、次に掲げる研究開発及びその成果の利用

を行う事業であって、農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化の促進に特に資す

るものをいう。 

一 新商品の原材料に適する新品種の育成、土地、水その他の資源を有効に活用した生産の

方式又は農林水産物等の生産に要する費用の低減に資する生産の方式の開発、品質管理の

方法の開発その他の農林水産物等の生産又は販売の高度化に資する研究開発 

二 新商品の生産に要する費用の低減に資する生産の方式又は機械の開発、品質管理の方法

の開発その他の新商品の生産又は販売の高度化に資する研究開発 

６ この章において「産地連携野菜供給契約」とは、農業者又は農業者の組織する団体（これら

の者が主たる構成員等となっている法人を含む。以下この項において同じ。）が指定野菜（野

菜生産出荷安定法（昭和四十一年法律第百三号）第二条に規定する指定野菜をいう。以下こ

の章において同じ。）を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定野

菜の販売の事業を行う者との間において農林水産省令で定めるところにより締結する指定野

菜の供給に係る契約（複数の産地の農業者又は農業者の組織する団体が連携して行う指定野

菜の供給に係るものであって、天候その他やむを得ない事由により供給すべき指定野菜に不

足が生じた場合に、これと同一の種別に属する指定野菜を供給することを内容とするものに

限る。）をいう。 

第二節 基本方針 

第四条 農林水産大臣は、農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化の促進に関する基

本方針（以下この章において「基本方針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等の推進に関する基本的な事項 

二 農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化の促進の意義及び基本的な方向 

三 総合化事業及び研究開発・成果利用事業の実施に関する基本的な事項 

四 前三号に掲げるもののほか、農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化の促進

に関する重要事項 

３ 農林水産大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を

変更するものとする。 

４ 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係

行政機関の長に協議しなければならない。 

５ 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しな

ければならない。 

第三節 農林漁業及び関連事業の総合化の促進に関する施策 

（総合化事業計画の認定） 

第五条 農林漁業者等は、単独で又は共同して、総合化事業に関する計画（当該農林漁業者等が

団体である場合にあっては、その構成員等の行う総合化事業に関するものを含む。以下この

章において「総合化事業計画」という。）を作成し、農林水産省令で定めるところにより、こ



35 
 

れを農林水産大臣に提出して、その総合化事業計画が適当である旨の認定を受けることがで

きる。 

２ 総合化事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 認定を受けようとする農林漁業者等（当該農林漁業者等が団体である場合にあっては、

その構成員等を含む。第四項及び第五項第二号において同じ。）の農林漁業経営の現状 

二 総合化事業の目標 

三 総合化事業の内容及び実施期間 

四 総合化事業の実施体制 

五 総合化事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 

六 その他農林水産省令で定める事項 

３ 総合化事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、総合化事業の用に供する施設の整備に

関する次に掲げる事項を記載することができる。 

一 当該施設の種類及び規模その他の当該施設の整備の内容 

二 当該施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積 

三 その他農林水産省令で定める事項 

４ 総合化事業計画には、認定を受けようとする農林漁業者等以外の者の行う次に掲げる措置

（第一号から第三号までに掲げる措置にあっては、農林漁業者等以外の者が行うものに限る。）

に関する計画を含めることができる。 

一 認定を受けようとする農林漁業者等が実施する農業改良資金融通法（昭和三十一年法律

第百二号）第二条の農業改良措置（第九条第一項において「農業改良措置」という。）を支

援するための措置（農業経営に必要な施設の設置その他の農林水産省令で定めるものに限

る。） 

二 認定を受けようとする農林漁業者等が実施する林業・木材産業改善資金助成法（昭和五

十一年法律第四十二号）第二条第一項の林業・木材産業改善措置（林業経営の改善を目的

として新たな林業部門の経営を開始し、又は林産物の新たな生産若しくは販売の方式を導

入することに限る。第十条第一項において「林業・木材産業改善措置」という。）を支援す

るための措置（林業経営に必要な施設の設置その他の農林水産省令で定めるものに限る。） 

三 認定を受けようとする農林漁業者等が実施する沿岸漁業改善資金助成法（昭和五十四年

法律第二十五号）第二条第二項の沿岸漁業の経営の改善を促進するために普及を図る必要

があると認められる近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入（当該漁業技術

又は当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。）を支援

するための措置（沿岸漁業経営に必要な機器の設置その他の農林水産省令で定めるものに

限る。） 

四 その他当該総合化事業を促進するための措置 

５ 農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その総合化事業計画が次の各

号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 

一 基本方針に照らし適切なものであり、かつ、当該総合化事業を確実に遂行するため適切
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なものであること。 

二 当該総合化事業の実施により認定を受けようとする農林漁業者等の農林漁業経営の改善

が行われるものであること。 

６ 農林水産大臣は、総合化事業計画にその所管する事業以外の事業の実施に関する事項が記載

されている場合において、第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該事業を所

管する大臣に協議し、その同意を得なければならない。 

７ 農林水産大臣は、第三項各号に掲げる事項（同項第二号の土地が農地（耕作（農地法（昭和

二十七年法律第二百二十九号）第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなさ

れる農作物の栽培を含む。以下この項において同じ。）の目的に供される土地をいう。以下こ

の章において同じ。）又は採草放牧地（農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のた

めの採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下この章において同じ。）であり、

第三項の施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、

又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地以外

のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得す

るに当たり、同法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものに係る

ものに限る。）が記載されている総合化事業計画について第一項の認定をしようとするときは、

当該事項について、都道府県知事等（同法第四条第一項に規定する都道府県知事等をいう。

以下この項及び第七条第五項において同じ。）に協議し、その同意を得なければならない。こ

の場合において、当該都道府県知事等は、当該事項が次に掲げる要件に該当するものである

と認めるときは、政令で定めるところにより、同意をするものとする。 

一 農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第六項の規定により同条第

一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。 

二 農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について

所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、農地法第五条第二

項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。 

８ 農林水産大臣は、第三項各号に掲げる事項（同項の施設の整備として市街化調整区域（都市

計画法（昭和四十三年法律第百号）第七条第一項の規定による市街化調整区域をいう。第十

四条において同じ。）内において、第三項の施設（農林水産物等の販売施設であって政令で定

めるものに限る。以下この項において同じ。）の建築（建築基準法（昭和二十五年法律第二百

一号）第二条第十三号に規定する建築をいう。）の用に供する目的で行う都市計画法第四条第

十二項に規定する開発行為（以下この項及び第十四条第一項において「開発行為」という。）

又は第三項の施設を新築し、若しくは建築物（建築基準法第二条第一号に規定する建築物を

いう。）を改築し、若しくはその用途を変更して同項の施設とする行為（以下この項及び第十

四条第二項において「建築行為等」という。）を行うものであり、当該開発行為又は建築行為

等を行うに当たり、都市計画法第二十九条第一項又は第四十三条第一項の都道府県知事（地

方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法

第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長を含む。以下この項、第十四条第二項及び第四
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十二条第二項において同じ。）の許可を受けなければならないものに係るものに限る。）が記

載されている総合化事業計画について第一項の認定をしようとするときは、当該事項につい

て、当該都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、当該

都道府県知事は、当該開発行為又は建築行為等が当該開発行為をする土地又は当該建築行為

等に係る第三項の施設の敷地である土地の区域の周辺における市街化を促進するおそれがな

いと認められ、かつ、市街化区域（都市計画法第七条第一項の規定による市街化区域をいう。）

内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるときは、同意をするものとする。 

９ 農林水産大臣は、第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を関係都道府県知事に通知

するものとする。 

１０ 農林水産大臣は、第二項第三号に掲げる事項として産地連携野菜供給契約に基づく指定野

菜の供給の事業（当該産地連携野菜供給契約に係る指定野菜を生産する農業者の作付面積の

合計が農林水産省令で定める面積に達しているものに限る。）が記載された総合化事業計画に

ついて第一項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を独立行政法人農畜産業振興機構に通

知するものとする。 

（総合化事業計画の変更等） 

第六条 前条第一項の認定を受けた農林漁業者等は、当該認定に係る総合化事業計画を変更しよ

うとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認定を受けなければ

ならない。ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 

２ 前条第一項の認定を受けた農林漁業者等は、前項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変

更をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 

３ 農林水産大臣は、前条第一項の認定を受けた農林漁業者等（当該農林漁業者等が団体である

場合におけるその構成員等及び当該農林漁業者等に係る同条第四項各号に掲げる措置を行う

同項に規定する者（以下この章において「促進事業者」という。）を含む。以下この章におい

て「認定農林漁業者等」という。）が当該認定に係る総合化事業計画（第一項の規定による変

更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下この章

において「認定総合化事業計画」という。）に従って総合化事業（同条第四項各号に掲げる措

置を含む。第九条第一項において同じ。）を行っていないと認めるときは、その認定を取り消

すことができる。 

４ 前条第五項から第十項までの規定は、第一項の認定について準用する。 

（研究開発・成果利用事業計画の認定） 

第七条 研究開発・成果利用事業を行おうとする者は、単独で又は共同して、研究開発・成果利

用事業に関する計画（以下この章において「研究開発・成果利用事業計画」という。）を作成

し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その研究開発・成果利用

事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。 

２ 研究開発・成果利用事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 

一 研究開発・成果利用事業の目標 

二 研究開発・成果利用事業の内容及び実施期間 
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三 研究開発・成果利用事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 

３ 研究開発・成果利用事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、研究開発・成果利用事業

の用に供する施設の整備に関する次に掲げる事項を記載することができる。 

一 当該施設の種類及び規模その他の当該施設の整備の内容 

二 当該施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積 

三 その他農林水産省令で定める事項 

４ 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その研究開発・成果利用事業計画

が基本方針に照らし適切なものであり、かつ、研究開発・成果利用事業を確実に遂行するた

め適切なものであると認めるときは、その認定をするものとする。 

５ 主務大臣は、第三項各号に掲げる事項（同項第二号の土地が農地又は採草放牧地であり、同

項の施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は

農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地以外のも

のにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに

当たり、農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るも

のに限る。）が記載されている研究開発・成果利用事業計画について第一項の認定をしようと

するときは、当該事項について、都道府県知事等に協議し、その同意を得なければならない。

この場合においては、第五条第七項後段の規定を準用する。 

（研究開発・成果利用事業計画の変更等） 

第八条 前条第一項の認定を受けた者（以下この章において「認定研究開発・成果利用事業者」

という。）は、当該認定に係る研究開発・成果利用事業計画を変更しようとするときは、主務

省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で

定める軽微な変更については、この限りでない。 

２ 認定研究開発・成果利用事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたとき

は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 

３ 主務大臣は、認定研究開発・成果利用事業者が前条第一項の認定に係る研究開発・成果利用

事業計画（第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、

その変更後のもの。以下この章において「認定研究開発・成果利用事業計画」という。）に従

って研究開発・成果利用事業を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことがで

きる。 

４ 前条第四項及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。 

（農業改良資金融通法の特例） 

第九条 認定総合化事業計画に従って行われる総合化事業（以下この章において「認定総合化事

業」という。）に第五条第四項第一号に掲げる措置が含まれる場合において、促進事業者が当

該措置を行うときは、当該措置を農業改良措置とみなして、農業改良資金融通法の規定を適

用する。この場合において、同法第三条第一項第一号中「農業者又はその組織する団体（次

号において「農業者等」という。）」とあるのは「地域資源を活用した農林漁業者等による新

事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第六条第三項に規定する認定総
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合化事業計画に従つて同法第五条第四項第一号に掲げる措置を行う同法第六条第三項に規定

する促進事業者（株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号に規定する中小企業者に限る。

次号において「促進事業者」という。）」と、同項第二号中「農業者等」とあるのは「促進事

業者」と、同法第七条中「その申請者（その者が団体である場合には、その団体を構成する

農業者）」とあるのは「その申請者」と、「その経営」とあるのは「その申請者に係る地域資

源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する

法律第九条第一項に規定する認定総合化事業を行う農業者の経営」と、「同項」とあるのは「前

条第一項」とする。 

２ 農業改良資金融通法第二条（前項の規定により適用される場合を含む。）の農業改良資金（同

法第四条の特定地域資金を除く。）であって、認定農林漁業者等が認定総合化事業を行うのに

必要なものについての同法第四条（同法第八条第二項において準用する場合を含む。）の規定

の適用については、同法第四条中「十年（地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不

利な地域として農林水産大臣が指定するものにおいて農業改良措置を実施するのに必要な資

金（以下この条において「特定地域資金」という。）にあつては、十二年）」とあるのは「十

二年」と、「三年（特定地域資金にあつては、五年）」とあるのは「五年」とする。 

（林業・木材産業改善資金助成法の特例） 

第十条 認定総合化事業に第五条第四項第二号に掲げる措置が含まれる場合において、促進事業

者が当該措置を行うときは、当該措置を林業・木材産業改善措置とみなして、林業・木材産

業改善資金助成法の規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項中「この法律」

とあるのは「この法律及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域

の農林水産物の利用促進に関する法律」と、「林業従事者、木材産業に属する事業を営む者（政

令で定める者に限る。）又はこれらの者の組織する団体その他政令で定める者（以下「林業従

事者等」という。）」とあるのは「同法第六条第三項に規定する認定総合化事業計画に従つて

同法第五条第四項第二号に掲げる措置を行う同法第六条第三項に規定する促進事業者（以下

「促進事業者」という。）」と、同条第二項中「この法律」とあるのは「この法律及び地域資

源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する

法律」と、「林業従事者等」とあるのは「促進事業者」と、同法第四条中「一林業従事者等」

とあるのは「一促進事業者」と、同法第八条中「その申請者（その者が団体である場合には、

その団体又はその団体を構成する者）」とあるのは「その申請者」と、「その経営」とあるの

は「その申請者に係る地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農

林水産物の利用促進に関する法律第九条第一項に規定する認定総合化事業を行う林業者の経

営」と、「同項」とあるのは「前条第一項」と、同法第十四条第一項中「林業従事者等」とあ

るのは「林業従事者等（林業従事者、木材産業に属する事業を営む者（政令で定める者に限

る。）又はこれらの者の組織する団体その他政令で定める者をいう。次項において同じ。）」と

する。 

２ 林業・木材産業改善資金助成法第二条第一項（前項の規定により適用される場合を含む。）

の林業・木材産業改善資金であって、認定農林漁業者等が認定総合化事業を行うのに必要な
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ものの償還期間（据置期間を含む。次条第二項において同じ。）は、同法第五条第一項の規定

にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。 

３ 前項に規定する資金の据置期間は、林業・木材産業改善資金助成法第五条第二項の規定にか

かわらず、五年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。 

（沿岸漁業改善資金助成法の特例） 

第十一条 認定総合化事業に第五条第四項第三号に掲げる措置が含まれる場合において、促進事

業者が当該措置を行うときは、当該措置を行うのに必要な資金で政令で定めるものを、それ

ぞれ沿岸漁業改善資金助成法第二条第二項の経営等改善資金のうち政令で定める種類の資金

とみなして、同法の規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項中「この法律」

とあるのは「この法律及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域

の農林水産物の利用促進に関する法律」と、「沿岸漁業の従事者、その組織する団体その他政

令で定める者（以下「沿岸漁業従事者等」という。）」とあるのは「同法第六条第三項に規定

する認定総合化事業計画に従つて同法第五条第四項第三号に掲げる措置を行う同法第六条第

三項に規定する促進事業者（次条において「促進事業者」という。）」と、「経営等改善資金、

生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金」とあるのは「経営等改善資金」と、同法第四

条中「一沿岸漁業従事者等」とあるのは「一促進事業者」と、「経営等改善資金、生活改善資

金及び青年漁業者等養成確保資金のそれぞれ」とあるのは「経営等改善資金」と、同法第八

条第一項中「その申請者（その者が団体である場合には、その団体又はその団体を構成する

者。以下同じ。）」とあるのは「その申請者」と、「近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産

方式の導入又は漁ろうの安全の確保若しくは漁具の損壊の防止のための施設の導入」とある

のは「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用

促進に関する法律第五条第四項第三号に掲げる措置」と、「その経営」とあるのは「その申請

者に係る同法第九条第一項に規定する認定総合化事業を行う漁業者の経営」とする。 

２ 沿岸漁業改善資金助成法第二条第二項（前項の規定により適用される場合を含む。）の経営

等改善資金のうち政令で定める種類の資金であって、認定農林漁業者等が認定総合化事業を

行うのに必要なものの償還期間は、同法第五条第二項の規定にかかわらず、その種類ごとに、

十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。 

３ 前項に規定する資金の据置期間は、沿岸漁業改善資金助成法第五条第三項の規定にかかわら

ず、その種類ごとに、五年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。 

（農地法の特例） 

第十二条 認定農林漁業者等又は認定研究開発・成果利用事業者が認定総合化事業計画（第五条

第三項各号に掲げる事項が記載されているものに限る。次項及び第十四条において同じ。）又

は認定研究開発・成果利用事業計画（第七条第三項各号に掲げる事項が記載されているもの

に限る。次項において同じ。）に従って第五条第三項の施設又は第七条第三項の施設の用に供

することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可が

あったものとみなす。 

２ 認定農林漁業者等又は認定研究開発・成果利用事業者が認定総合化事業計画又は認定研究開
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発・成果利用事業計画に従って第五条第三項の施設又は第七条第三項の施設の用に供するこ

とを目的として農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土

地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第

一項の許可があったものとみなす。 

（酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の特例） 

第十三条 農林漁業者等がその総合化事業計画（第五条第三項各号に掲げる事項が記載されてい

るものに限る。以下この条において同じ。）について第五条第一項の認定を受けたときは、当

該認定を受けた総合化事業計画に従って同条第三項の施設の用に供することを目的として行

われる草地（主として家畜の放牧又はその飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地を

いう。）の形質の変更であって、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律（昭和二十九年法律

第百八十二号）第九条の規定による届出をしなければならないものについては、同条の規定

による届出をしたものとみなす。 

２ 前項の規定は、第五条第一項の認定を受けた農林漁業者等がその総合化事業計画について第

六条第一項の認定を受けたときについて準用する。 

（都市計画法の特例） 

第十四条 市街化調整区域内において認定総合化事業計画に従って行われる開発行為（都市計画

法第三十四条各号に掲げるものを除く。）は、同条の規定の適用については、同条第十四号に

掲げる開発行為とみなす。 

２ 都道府県知事は、市街化調整区域のうち都市計画法第二十九条第一項の規定による許可を受

けた同法第四条第十三項に規定する開発区域以外の区域内において認定総合化事業計画に従

って行われる建築行為等について、同法第四十三条第一項の規定による許可の申請があった

場合において、当該申請に係る建築行為等が同条第二項の政令で定める許可の基準のうち同

法第三十三条に規定する開発許可の基準の例に準じて定められた基準に適合するときは、そ

の許可をしなければならない。 

（食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の特例） 

第十五条 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律（平成三年法律第五十九号）第

十六条第一項の規定により指定された食品等流通合理化促進機構は、同法第十七条各号に掲

げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 

一 認定農林漁業者等又は認定研究開発・成果利用事業者（食品等（食品等の流通の合理化

及び取引の適正化に関する法律第二条第一項に規定する食品等をいう。）の生産、製造、加

工又は販売の事業を行う者に限る。次号において同じ。）が実施する認定総合化事業又は認

定研究開発・成果利用事業（認定研究開発・成果利用事業計画に従って実施される研究開

発・成果利用事業をいう。以下この章において同じ。）に必要な資金の借入れに係る債務を

保証すること。 

二 認定総合化事業又は認定研究開発・成果利用事業を実施する認定農林漁業者等又は認定

研究開発・成果利用事業者に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。 

三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 
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２ 前項の規定により食品等流通合理化促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲

げる食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の規定の適用については、これら

の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 

 

第十八条第一項 前条第一号に掲げる業務 前条第一号に掲げる業務及び地域資源を

活用した農林漁業者等による新事業の創

出等及び地域の農林水産物の利用促進に

関する法律（平成二十二年法律第六十七

号）第十五条第一項第一号に掲げる業務 

第十九条第一項 第十七条第一号に掲げる業

務 

第十七条第一号に掲げる業務及び地域資

源を活用した農林漁業者等による新事業

の創出等及び地域の農林水産物の利用促

進に関する法律第十五条第一項第一号に

掲げる業務 

第二十三条第一項、

第二十四条及び第二

十五条第一項第一号 

第十七条各号に掲げる業務 第十七条各号に掲げる業務又は地域資源

を活用した農林漁業者等による新事業の

創出等及び地域の農林水産物の利用促進

に関する法律第十五条第一項各号に掲げ

る業務 

第二十五条第一項第

三号 

この節 この節若しくは地域資源を活用した農林

漁業者等による新事業の創出等及び地域

の農林水産物の利用促進に関する法律 

第三十二条第二号 第二十三条第一項 地域資源を活用した農林漁業者等による

新事業の創出等及び地域の農林水産物の

利用促進に関する法律第十五条第二項の

規定により読み替えて適用する第二十三

条第一項 

第三十二条第三号 第二十四条 地域資源を活用した農林漁業者等による

新事業の創出等及び地域の農林水産物の

利用促進に関する法律第十五条第二項の

規定により読み替えて適用する第二十四

条 

（野菜生産出荷安定法の特例） 

第十六条 第五条第十項の規定による通知に係る認定総合化事業計画に従って産地連携野菜供

給契約に基づく指定野菜の供給の事業を行う認定農林漁業者等については、当該認定農林漁
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業者等を野菜生産出荷安定法第十条第一項に規定する登録生産者とみなして、同法第十二条

の規定を適用する。この場合において、同条中「指定野菜を原料若しくは材料として使用す

る製造若しくは加工の事業又は指定野菜の販売の事業を行う者との間において農林水産省令

で定めるところによりあらかじめ締結した契約（対象野菜の供給に係るものであつて、天候

その他やむを得ない事由により供給すべき対象野菜に不足が生じた場合に、これと同一の種

別に属する指定野菜を供給することを内容とするものに限る。）」とあるのは、「地域資源を活

用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第

三条第六項に規定する産地連携野菜供給契約」とする。 

（種苗法の特例） 

第十七条 農林水産大臣は、認定研究開発・成果利用事業の成果に係る出願品種（種苗法（平成

十年法律第八十三号）第四条第一項に規定する出願品種をいい、当該認定研究開発・成果利

用事業の実施期間の終了日から起算して二年以内に品種登録出願されたものに限る。以下こ

の項において同じ。）に関する品種登録出願について、その出願者が次に掲げる者であって当

該認定研究開発・成果利用事業を行う認定研究開発・成果利用事業者であるときは、政令で

定めるところにより、同法第六条第一項の規定により納付すべき出願料を軽減し、又は免除

することができる。 

一 その出願品種の育成（種苗法第三条第一項に規定する育成をいう。次項第一号において

同じ。）をした者 

二 その出願品種が種苗法第八条第一項に規定する従業者等（次項第二号において「従業者

等」という。）が育成した同条第一項に規定する職務育成品種（同号において「職務育成品

種」という。）であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ同項に規定する使

用者等（以下この条において「使用者等」という。）が品種登録出願をすることが定められ

ている場合において、その品種登録出願をした使用者等 

２ 農林水産大臣は、認定研究開発・成果利用事業の成果に係る登録品種（種苗法第二十条第一

項に規定する登録品種をいい、当該認定研究開発・成果利用事業の実施期間の終了日から起

算して二年以内に品種登録出願されたものに限る。以下この項において同じ。）について、同

法第四十五条第一項の規定による第一年から第六年までの各年分の登録料を納付すべき者が

次に掲げる者であって当該認定研究開発・成果利用事業を行う認定研究開発・成果利用事業

者であるときは、政令で定めるところにより、登録料を軽減し、又は免除することができる。 

一 その登録品種の育成をした者 

二 その登録品種が従業者等が育成した職務育成品種であって、契約、勤務規則その他の定

めによりあらかじめ使用者等が品種登録出願をすること又は従業者等がした品種登録出願

の出願者の名義を使用者等に変更することが定められている場合において、その品種登録

出願をした使用者等又はその従業者等がした品種登録出願の出願者の名義の変更を受けた

使用者等 

第四節 雑則 

（国等の施策） 
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第十八条 国及び地方公共団体は、農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化を促進す

るため、情報の提供、人材の育成、研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な施策

を総合的に推進するよう努めるものとする。 

２ 国は、農林漁業者等による農林漁業及び関連事業の総合化と併せて、農林漁業者等以外の者

による農林漁業及び関連事業の総合化及び農山漁村に存在する土地、水その他の資源を有効

に活用した新たな事業の創出を促進することが、農山漁村における雇用機会の創出その他農

山漁村の活性化に資する経済的社会的効果を及ぼすことにかんがみ、関係省庁相互間の連携

を図りつつ、この章の規定に基づく措置及びこれと別に講ぜられる農山漁村の活性化に資す

る措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めるものとする。 

（資金の確保） 

第十九条 国は、認定総合化事業又は認定研究開発・成果利用事業に必要な資金の確保に努める

ものとする。 

（指導及び助言） 

第二十条 国は、認定総合化事業又は認定研究開発・成果利用事業の適確な実施に必要な指導及

び助言を行うものとする。 

（報告の徴収） 

第二十一条 農林水産大臣は、認定農林漁業者等に対し、認定総合化事業計画の実施状況につい

て報告を求めることができる。 

２ 主務大臣は、認定研究開発・成果利用事業者に対し、認定研究開発・成果利用事業計画の実

施状況について報告を求めることができる。 

（主務大臣等） 

第二十二条 第七条第一項並びに同条第四項及び第五項（これらの規定を第八条第四項において

準用する場合を含む。）、第八条第一項から第三項まで、前条第二項並びに次条における主務

大臣は、農林水産大臣及び認定研究開発・成果利用事業に係る事業を所管する大臣とする。 

２ 第七条第一項及び第八条第一項における主務省令は、前項に規定する主務大臣の共同で発す

る命令とし、次条における主務省令は、同項に規定する主務大臣の発する命令とする。 

（権限の委任） 

第二十三条 この章に規定する農林水産大臣及び主務大臣の権限は、農林水産大臣の権限にあっ

ては農林水産省令で定めるところにより地方農政局長又は北海道農政事務所長に、主務大臣

の権限にあっては主務省令で定めるところにより地方支分部局の長に、それぞれその一部を

委任することができる。 

第五節 罰則 

第二十四条 第二十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の

罰金に処する。 

２ 法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同

じ。）の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業

務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、
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同項の刑を科する。 

３ 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴

訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴

訟に関する法律の規定を準用する。 

第三章 地域の農林水産物の利用の促進 

第一節 総則 

（定義） 

第二十五条 この章において「地域の農林水産物の利用」とは、国内の地域で生産された農林水

産物（食用に供されるものに限る。以下この章において同じ。）をその生産された地域内にお

いて消費すること（消費者に販売すること及び食品として加工することを含む。以下この条

において同じ。）及び地域において供給が不足している農林水産物がある場合に他の地域で生

産された当該農林水産物を消費することをいう。 

（生産者と消費者との結びつきの強化） 

第二十六条 地域の農林水産物の利用の促進は、生産者と消費者との関係が希薄になる中で、消

費者が自ら消費する農林水産物の生産者との交流やその農林水産物についての情報を求めて

いる一方で、生産者が消費者の需要についての情報及び自ら生産した農林水産物についての

消費者の評価や理解を求めていることを踏まえ、生産者と消費者との結びつきを強めること

を旨として行われなければならない。 

（地域の農林漁業及び関連事業の振興による地域の活性化） 

第二十七条 地域の農林水産物の利用の促進は、生産者と消費者との結びつきの下に消費及び販

売が行われることにより消費者の需要に対応した農林水産物の生産を促進するとともに、関

連事業の事業者が地域の生産者と連携して地域の農林水産物を利用すること等により地域の

農林水産物の消費を拡大し、併せて小規模な生産者にも収入を得る機会を提供することによ

りこのような生産者が意欲と誇りを持って農林漁業を営むことができるようにすることによ

って、地域の農林漁業及び関連事業の振興を図り、もって地域の活性化に資することを旨と

して行われなければならない。 

（消費者の豊かな食生活の実現） 

第二十八条 地域の農林水産物の利用の促進は、生産者と消費者との結びつきを通じて構築され

た生産者と消費者との信頼関係の下に消費者が安心して地域の農林水産物を消費することが

できるようにすること、生産者から消費者への直接の販売により消費者が新鮮な農林水産物

を入手することができるようにすること、地域の農林水産物を利用することにより食生活に

地域の特色ある食文化を取り入れることができるようにすること等により、消費者の豊かな

食生活の実現に資することを旨として行われなければならない。 

（食育との一体的な推進） 

第二十九条 地域の農林水産物の利用の促進は、地域の農林水産物を利用すること、地域の生産

者と消費者との交流等を通じて、食生活がその生産等にかかわる人々の活動に支えられてい

ることについての感謝の念が醸成され、地域の農林水産物を用いた地域の特色ある食文化や
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伝統的な食文化についての理解が増進されるなど、食育の推進が図られるものであることに

かんがみ、食育と一体的に推進することを旨として行われなければならない。 

（都市と農山漁村の共生・対流との一体的な推進） 

第三十条 地域の農林水産物の利用の促進は、農山漁村の生産者と都市の消費者との結びつきの

強化にも資する取組である地域の農林水産物の利用を、都市と農山漁村に生活する人々が相

互にそれぞれの地域の魅力を尊重し活発な人と物と情報の往来が行われるようにする取組で

ある都市と農山漁村の共生・対流と一体的に推進することにより、心豊かな国民生活の実現

と地域の活性化に資するよう行われなければならない。 

（食料自給率の向上への寄与） 

第三十一条 地域の農林水産物の利用の促進は、地域の農林水産物の消費を拡大し、その需要に

即した農業生産を農地の最大限の活用を通じて行うこと等により農林漁業を振興し、食料の

安定的な供給の確保に資すること等を通じて、我が国の食料自給率の向上に寄与することを

旨として行われなければならない。 

（環境への負荷の低減への寄与） 

第三十二条 地域の農林水産物の利用の促進は、農林水産物の生産地と消費地との距離が縮減さ

れることによりその輸送距離が短くなり、その輸送に係る二酸化炭素の排出量が抑制される

こと等により、地域における食品循環資源の再生利用等の取組と相まって、環境への負荷の

低減に寄与することを旨として行われなければならない。 

（社会的気運の醸成及び地域における主体的な取組の促進） 

第三十三条 地域の農林水産物の利用の促進は、地域において地域の農林水産物の利用に自主的

かつ積極的に取り組む社会的気運が醸成されるよう行われなければならないものとし、地域

における多様な主体による創意工夫を生かした主体的な取組を尊重しつつ、それらの多様な

主体の連携の強化等により、その一層の促進を図ることを旨として行われなければならない。 

（国の責務） 

第三十四条 国は、第二十六条から前条までに定める地域の農林水産物の利用の促進についての

基本理念（以下この章において「基本理念」という。）にのっとり、地域の農林水産物の利用

の促進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第三十五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、地域の農林水産物の利用の促進に関し、国

との連携を図りつつ、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及

び実施する責務を有する。 

（生産者等の努力） 

第三十六条 農林水産物の生産者及びその組織する団体（以下この章において「生産者等」とい

う。）は、基本理念にのっとり、地域の消費者との積極的な交流等を通じてその需要に対応し

た農林水産物を生産する等、地域の生産や消費の実態に応じて地域の農林水産物の利用に取

り組むよう努めるものとする。 

（事業者の努力） 
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第三十七条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動において地域の農林水産物を利用す

る等、地域の農林水産物の利用に積極的に取り組むよう努めるものとする。 

（消費者の努力） 

第三十八条 消費者は、基本理念にのっとり、地域の農林水産物の利用に関する理解を深め、地

域の農林水産物を消費する等、地域の農林水産物の利用に自主的に取り組むよう努めるもの

とする。 

（財政上の措置等） 

第三十九条 政府は、地域の農林水産物の利用の促進に関する施策を実施するために必要な財政

上及び金融上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 前項の財政上の措置を講ずるに当たっては、当該措置が農林水産物の生産、加工、流通及び

販売の各段階における地域の農林水産物の利用の促進を図る上での課題に的確に対応したも

のとなるよう配慮するものとする。 

３ 国は、地方公共団体が行う地域の農林水産物の利用の促進に関する施策に関し、必要な支援

を行うことができる。 

第二節 基本方針等 

（基本方針） 

第四十条 農林水産大臣は、地域の農林水産物の利用の促進に関する基本方針（以下この章にお

いて「基本方針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 地域の農林水産物の利用の促進に関する基本的な事項 

二 地域の農林水産物の利用の促進の目標に関する事項 

三 地域の農林水産物の利用の促進に関する施策に関する事項 

四 その他地域の農林水産物の利用の促進に関し必要な事項 

３ 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係

行政機関の長に協議しなければならない。 

４ 農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しな

ければならない。 

（都道府県及び市町村の促進計画） 

第四十一条 都道府県及び市町村は、基本方針を勘案して、地域の農林水産物の利用の促進につ

いての計画（次項及び次条第二項において「促進計画」という。）を定めるよう努めなければ

ならない。 

２ 都道府県及び市町村は、促進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公

表するよう努めなければならない。 

第三節 地域の農林水産物の利用の促進に関する施策 

（地域の農林水産物の利用の促進に必要な基盤の整備） 

第四十二条 国及び地方公共団体は、地域の農林水産物の利用の取組を効率的かつ効果的に促進

するため、直売所（農林水産物及びその加工品（以下この章において「農林水産物等」とい
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う。）をその生産者等が消費者に販売するため、生産者等その他の多様な主体によって開設さ

れた施設をいう。以下この章において同じ。）その他の地域の農林水産物の利用の促進に寄与

する農林水産物の生産、加工、流通、販売等のための施設等の基盤の整備に必要な施策を講

ずるよう努めるものとする。 

２ 国の行政機関の長又は都道府県知事は、土地を促進計画の趣旨に適合する直売所の用に供す

るため、農地法その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該直売

所の設置の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。 

（直売所等を利用した地域の農林水産物の利用の促進） 

第四十三条 国及び地方公共団体は、直売所等を利用した地域の農林水産物の利用を促進するた

め、情報通信技術を利用した農林水産物等の販売状況を管理するシステムの導入等による直

売所の運営及び機能の高度化、直売所間の連携の確保及び強化、販売する地域の特性等に応

じた多様な場所や形態で行う販売の方式の支援、既存の施設の活用の促進、生産者等による

農林水産物の加工品の開発の促進、直売所等に関する情報の提供その他の必要な施策を講ず

るよう努めるものとする。 

（学校給食等における地域の農林水産物の利用の促進） 

第四十四条 国及び地方公共団体は、農林水産物の生産された地域内の学校給食その他の給食、

食品関連事業（食品の製造若しくは加工又は食事の提供を行う事業をいう。以下この章にお

いて同じ。）等における地域の農林水産物の利用の推進に関する活動を促進するため、農林水

産物の生産者と栄養教諭その他の教育関係者や食品関連事業を行う者（以下この章において

「食品関連事業者」という。）その他の農林水産物を利用する事業者との連携の強化、地域の

農林水産物及びこれを利用している事業者等に係る情報の提供その他の必要な施策を講ずる

よう努めるものとする。 

（地域の需要等に対応した農林水産物の安定的な供給の確保） 

第四十五条 国及び地方公共団体は、地域の農林水産物の利用を促進するに当たっては、地域の

消費者及び食品関連事業者等の多様な需要並びに地域の農林水産物の生産量の変動、流通に

係る経費等の課題に対応した農林水産物の安定的な供給を確保するため、農山漁村及び都市

のそれぞれの地域において、その特性を生かしつつ多様な品目を安定的に生産する体制を整

備するとともに、地域における流通に係る事業者との連携等により適切かつ効率的な地域の

農林水産物に係る流通を確保するために必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 

（地域の農林水産物の利用の取組を通じた食育の推進等） 

第四十六条 国及び地方公共団体は、地域の農林水産物の利用の取組を通じて、食育の推進及び

生産者と消費者との交流が図られるよう、地域の農林水産物の生産、販売等の体験活動（学

校等において行われる実習を含む。）の促進、学校給食等における児童及び生徒と農林水産物

の生産者との交流の機会の提供、地域における伝統的な食文化を伝承する活動等に対する支

援その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 

（人材の育成等） 

第四十七条 国及び地方公共団体は、地域の特性を生かしつつ多様な品目を安定的に生産する体
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制の整備に資する技術を有する生産者、直売所等における販売及び運営並びに地域の農林水

産物を利用した加工食品の開発等についての知識経験を有する者、地域の農林水産物の利用

に取り組む者相互の連携強化を図る活動を行う者等の地域の農林水産物の利用の推進に寄与

する人材の育成、資質の向上及び確保を図るため、研修の実施、技術の普及指導、地域の農

林水産物の利用に取り組む者の交流その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 

（国民の理解と関心の増進） 

第四十八条 国及び地方公共団体は、地域の農林水産物の利用の重要性に関する国民の理解と関

心を深めるよう、地域の農林水産物の利用に関する広報活動の充実その他の必要な施策を講

ずるよう努めるものとする。 

（調査研究の実施等） 

第四十九条 国及び地方公共団体は、地域の農林水産物の利用を促進するための施策の総合的か

つ効果的な実施を図るため、地域の農林水産物の利用の取組に関連する環境への負荷の低減

の度合いを適切に評価するための手法の導入等に関する調査研究、各地域における地域の農

林水産物の利用の取組に関する情報の収集、整理、分析及び提供その他の必要な施策を講ず

るよう努めるものとする。 

（多様な主体の連携等） 

第五十条 国は、地域の農林水産物の利用の取組を効率的かつ効果的に促進するため、関係府省

相互間の連携の強化を図るとともに、国、地方公共団体、生産者、事業者、消費者等の多様

な主体が相互に連携して地域の農林水産物の利用に取り組むことができるよう必要な施策を

講ずるものとする。 

２ 地方公共団体は、その地域において、地方公共団体、生産者、事業者、消費者等の多様な主

体が相互に連携を図ることにより地域の農林水産物の利用の取組を効率的かつ効果的に促進す

るために必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 
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